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ドイッ民訴法における上告制限

　
　
　
ド
イ
ッ
民
訴
法
に
お
け
る
上
告
制
限

　
　
　
　
　
　
　
わ
が
国
の
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
上
告
制
限
に
関
連
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
　
　
川
　
　
　
　
明

　
　
一
　
本
稿
の
目
的

　
　
ニ
　
ド
イ
ッ
民
訴
法
五
四
六
条
の
許
可
上
告
制

　
　
　
e
　
五
四
六
条
の
上
告
許
可
要
件
と
許
可
義
務

　
　
　
　
1
　
総
説

　
　
　
　
2
　
事
件
の
基
本
的
重
要
性

　
　
　
口
　
許
可
の
方
式

　
　
　
日
　
上
告
裁
判
所
に
対
す
る
羅
束
力

　
　
　
四
　
Z
P
O
の
許
可
上
告
制

　
　
三
　
上
告
制
限
の
態
様

　
　
四
　
結
　
語

　
　
　
　
　
　
　
一
　
本
稿
の
目
的

私
は
平
成
八
年
六
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
六
回
日
本
公
証
学
会
総
会
に
お
い
て
「
改
正
民
事
訴
訟
法
案
に
お
け
る
最
高
裁
に
対

1
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す
る
上
告
制
限
」
と
題
す
る
研
究
報
告
を
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
報
告
原
稿
は
「
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
に
対

す
る
裁
量
上
告
制
限
の
内
容
と
問
題
点
」
と
題
し
て
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
一
〇
号
（
平
成
八
年
八
月
九
日
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
最
高
裁
に
対
す
る
上
告
の
制
限
と
の
関
係
で
、
私
は
そ
こ
で
比
較
の
対
象
と
し
て
言
及
で
き
な
か
っ
た
ド
イ

ツ
民
事
訴
訟
法
（
以
下
Z
P
O
と
略
す
）
五
四
六
条
、
五
五
四
b
条
の
上
告
制
限
に
つ
い
て
若
干
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
執

　
　
　
　
　
　
（
1
）

筆
の
動
機
で
あ
る
。

二
　
ま
ず
、
Z
P
O
五
四
六
条
（
以
下
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
Z
P
O
の
規
定
で
あ
る
）
は
以
下
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。

　
㎝
㎝
＆
●
冤
①
＜
一
の
一
〇
霧
ω
仁
ヨ
ヨ
Φ
一
N
三
器
ω
⊆
お
ユ
Φ
『
寄
＜
一
ω
一
8
］
（
一
）
冒
力
8
算
。。
ω
q
。
三
嗅
Φ
ぎ
口
害
。
『
＜
①
『
ヨ
o
α
q
雪
段
8
『
二
一
9
Φ
＞
話
℃
急
9
ρ

　
げ
①
一
α
①
⇒
①
p
ユ
①
『
≦
①
匡
α
Φ
『
ω
。
ω
9
≦
①
『
ω
8
言
碍
鼠
仁
ω
①
＆
U
Φ
三
ω
。
『
o
ζ
”
詩
巳
。
窪
菩
段
ω
邑
讐
｝
仁
＆
O
げ
o
『
巳
o
葺
＜
①
『
ヨ
α
α
q
雪
ω
お
魯
二
一
。
『
Φ

　
》
霧
冒
言
冨
自
＆
9
息
①
カ
①
＜
巨
8
コ
霞
ω
鼠
F
≦
雪
コ
号
ω
○
σ
旦
き
号
詔
魯
9
鼠
8
ヨ
位
①
ヨ
d
旨
亀
N
一
お
①
一
霧
ω
窪
『
鋤
一
。
∪
霧
○
げ
巴
き
α
霧
－

　
閃
①
話
9
二
似
律
象
Φ
刀
①
≦
巴
8
N
F
≦
雪
ロ

　
一
。
象
o
刀
g
三
霧
8
冨
曽
巨
房
似
鼠
8
冨
ω
9
窪
ε
コ
的
鼠
一
〇
α
震

　
b
o
◎
3
ω
O
旨
Φ
＝
＜
g
。
ぎ
震
国
コ
け
ω
。
冨
一
9
轟
α
Φ
ω
ω
仁
呂
①
ω
凶
①
『
一
。
三
筈
o
一
。
ω
o
α
①
『
O
Φ
。
。
O
Φ
日
。
ぎ
ω
m
ヨ
①
口
ω
窪
象
ω
ユ
①
『
o
σ
震
ω
一
〇
ロ
O
魯
o
窪
ω
－

　
『
α
h
o
α
。
ω
ω
一
旨
α
8
ぎ
（
①
8
耳
琶
α
窪
h
象
8
①
『
＞
9
奉
一
9
仁
轟
冨
ε
葺
。

　
U
錺
寄
≦
。。
一
8
ω
凶
Φ
ユ
o
耳
一
の
一
き
e
o
N
三
霧
ω
巨
α
q
α
q
o
9
口
α
窪
。

　
　
（
N
）
冒
力
8
葺
の
ω
冨
三
ひ
q
貯
①
一
8
コ
9
①
『
＜
Φ
§
α
α
q
①
3
お
。
7
一
＝
9
Φ
＞
霧
冥
9
9
①
ω
Φ
翼
匹
m
。
。
○
げ
①
蕃
＆
Φ
ω
的
9
。
葺
α
①
⇒
≦
。
耳
α
霞
ω
①
ω
9
－

　
≦
①
『
3
ω
Φ
ヨ
①
ヨ
9
け
o
一
ζ
①
ω
け
U
霧
閃
①
≦
ω
凶
8
ω
ひ
Q
①
匡
9
二
ω
け
き
良
Φ
ゑ
。
葺
。
の
房
Φ
訂
巨
α
Q
「
鴨
9
言
①
P
≦
①
⇒
口
α
。
『
一
①
ω
一
α
q
Φ
ω
①
言
一
①
毛
震
乙
震
ゆ
。
ω
－

　
O
ゴ
≦
①
『
ω
Φ
O
ゴ
N
凶
閃
け
餌
一
』
ω
O
づ
α
一
》
①
一
』
一
ω
O
『
O
ζ
m
『
脚
自
σ
Φ
『
ω
一
①
一
凶
け

　
そ
の
日
本
語
訳
は
「
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
典
」
法
曹
会
刊
一
五
〇
～
一
五
一
頁
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
五
四
六
条
　
［
上
告
額
、
上
告
の
許
可
］
①
不
服
の
価
額
（
3
『
譲
。
旨
α
巽
ω
8
魯
藷
＆
①
）
が
六
〇
、
O
O
O
D
M
を
超
え
な
い
財
産
権
上
の

　
　
請
求
及
び
非
財
産
権
上
の
請
求
に
つ
い
て
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
高
等
裁
判
所
が
そ
の
判
決
中
で
上
告
を
許
可
し
た
場
合
に
限
り
、
上
告
を
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
高
等
裁
判
所
は
以
下
の
場
合
に
お
い
て
上
告
を
許
可
す
る
。
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1
　
法
律
問
題
（
寄
。
三
器
8
箒
）
が
基
本
的
意
義
（
α
q
ε
区
。
。
馨
昌
9
①
ω
巴
窪
ε
畠
）
を
有
す
る
と
き
。

　
　
2
　
判
決
が
連
邦
通
常
裁
判
所
又
は
最
上
級
裁
判
所
の
連
合
部
の
裁
判
と
相
違
し
、
か
つ
判
決
が
こ
の
相
違
に
基
づ
く
と
き
。

　
　
上
告
裁
判
所
は
右
の
上
告
許
可
に
羅
束
さ
れ
る
。

　
②
財
産
権
上
の
請
求
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
高
等
裁
判
所
は
、
不
服
の
価
額
を
そ
の
判
決
に
お
い
て
確
定
す
る
。
確
定
さ
れ
た
不
服
の
価
額

　
　
が
六
〇
、
O
O
O
D
M
を
超
え
る
と
き
は
、
上
告
裁
判
所
は
こ
の
価
額
の
確
定
に
羅
束
さ
れ
る
。

　
加
え
て
、
五
五
四
b
条
は
以
下
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。

　
㎝
㎝
竃
σ
［
》
亘
。
ぎ
§
α
q
α
段
＞
暮
魯
ヨ
Φ
ユ
①
『
カ
①
＜
巨
8
］
（
一
）
ぎ
寄
。
葺
の
怨
Φ
三
要
①
詳
Φ
コ
浮
①
『
＜
①
§
α
鴨
霧
お
9
二
一
9
Φ
＞
霧
冥
曽
9
ρ

　
げ
o
一
α
窪
窪
α
o
『
≦
。
耳
α
o
『
ω
①
ω
。
7
≦
R
ω
o
。
言
蒔
5
⊆
ω
Φ
且
U
o
⊆
け
の
。
冨
ζ
四
爵
害
Φ
お
邑
讐
レ
帥
ロ
目
3
の
寄
＜
一
巴
○
霧
α
q
①
ユ
9
け
良
①
＞
暮
ぎ
日
Φ

　
α
o
『
力
o
≦
巴
o
⇒
m
亘
魯
幕
P
毛
Φ
昌
目
象
Φ
カ
①
9
一
ω
ω
餌
魯
Φ
冨
ぎ
Φ
閃
歪
⇒
ユ
ω
馨
N
一
一
9
Φ
ω
9
窪
ε
コ
閃
『
讐
。

　
（
卜
o
）
閃
貫
島
①
＞
巨
①
ぎ
琶
閃
ユ
震
》
暮
魯
ヨ
巴
ω
け
①
ぎ
①
ζ
魯
昌
①
一
け
＜
8
N
≦
①
一
ヨ
葺
①
5
α
段
曽
冒
ヨ
窪
o
同
δ
a
①
島
9
，

　
（
ω
）
U
一
。
国
日
。り
9
①
一
匹
毒
α
q
痘
目
o
目
①
日
雪
α
＝
9
①
＜
①
旨
き
色
盲
α
q
α
信
『
昌
ω
Φ
ω
〇
三
⊆
ゆ
震
α
q
①
冨
p

　
そ
の
日
本
語
訳
は
前
掲
書
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
五
五
四
条
b
　
［
上
告
受
理
の
拒
否
（
＞
σ
一
〇
言
琶
α
q
ユ
段
＞
目
魯
ヨ
o
）
］
　
①
　
財
産
権
上
の
請
求
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
不
服
の
価
額

　
　
が
六
〇
、
O
O
O
D
M
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
問
題
が
基
本
的
意
義
を
有
さ
な
い
と
き
は
、
上
告
裁
判
所
は
上
告
の
受
理
を
拒
否
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
　
受
理
の
拒
否
は
三
分
の
二
の
多
数
決
に
よ
る
。

　
③
裁
判
は
口
頭
弁
論
を
経
る
こ
と
な
く
決
定
に
よ
り
こ
れ
を
な
す
。

　
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
○
O
O
D
M
を
超
え
な
い
場
合
、
五
四
六
条
第
一
項
一
号
二
号
に
つ
い
て
、
上
級
地
方
裁
判
所
（
以
下
O
L
G
と

略
す
）
許
可
上
告
制
を
採
用
し
、
そ
れ
を
超
え
る
場
合
で
も
上
告
裁
判
所
は
法
律
問
題
が
基
本
的
重
要
性
を
も
た
な
い
と
き
、
上
告
受
理

の
拒
否
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
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三
　
五
四
六
条
は
、
記
述
の
と
お
り
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
○
○
O
D
M
を
超
え
な
い
上
告
事
件
に
つ
い
て
、
許
可
上
告
制
に
よ
る
上
告

制
限
を
規
定
し
て
い
る
。
上
告
の
適
法
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
以
下
B
G
H
と
略
す
）
の
負
担
軽
減
の
要
請
か
ら
、

一
九
七
五
年
七
月
八
日
の
法
律
（
ω
o
匹
＝
o
。
8
）
に
よ
り
Z
P
O
の
大
改
正
が
な
さ
れ
た
。
右
改
正
前
は
上
告
制
限
の
基
準
額
が
訴
訟

物
の
価
額
二
五
、
○
○
O
D
M
で
あ
っ
た
が
、
右
改
正
に
よ
っ
て
不
服
申
立
額
四
〇
、
○
○
O
D
M
に
引
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
一
九
九
〇
年

一
二
月
一
七
日
の
法
律
（
切
o
匹
冨
o
。
ミ
）
に
よ
っ
て
不
服
申
立
額
六
〇
、
O
O
O
D
M
ま
で
引
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
も
右
の
金
額
的
制
限

は
一
九
七
五
年
の
改
正
以
前
は
当
該
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
物
の
価
額
の
制
限
で
あ
っ
た
が
、
右
改
正
以
降
は
当
該
基
準
額
が
不
服
申
立
額

に
な
っ
た
点
も
重
要
な
改
正
と
い
え
る
。
五
五
四
b
条
に
よ
れ
ば
、
上
告
に
お
け
る
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
○
O
O
D
M
を
超
え
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
当
該
事
件
が
重
要
な
法
律
問
題
を
含
む
も
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
上
告
裁
判
所
は
当
該
上
告
を
許
可
し
な
い
（
裁
量
上

告
制
）
。
こ
れ
に
対
し
て
非
財
産
権
上
の
訴
え
に
関
す
る
上
告
は
常
に
控
訴
裁
判
所
の
許
可
に
係
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
（
但
し
五
四
七
条
の

場
合
を
除
く
）
。
す
な
わ
ち
非
財
産
権
上
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
不
服
申
立
額
は
問
題
に
な
ら
ず
、
常
に
許
可
上
告
制
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
の
上
告
制
限
に
つ
い
て
憲
法
上
の
疑
義
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

四
　
以
下
本
稿
に
あ
っ
て
は
、
五
四
六
条
の
上
告
制
限
に
つ
い
て
、
第
二
節
で
上
告
許
可
制
の
内
容
、
第
三
節
で
上
告
制
限
の
態
様
を
考

察
し
よ
う
と
考
え
る
。
上
告
制
限
の
在
り
方
に
つ
い
て
そ
れ
は
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
試
案
（
別
冊
N
B
L
二
七
号
）
、
民
事

訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
六
号
一
二
一
頁
以
下
）
、
新
民
事
訴
訟
法
三
一
八
条
第
一
項
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
参

考
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
上
告
制
限
の
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
桜
井
孝
一
「
上
訴
制
限
」
講
座
民
事
訴
訟
7
（
上
訴
・
再
審
）
七
九
頁
以
下
が
あ
り
、
ド
イ
ッ
法

　
　
に
つ
い
て
は
九
三
頁
以
下
を
参
照
。
、
上
告
を
含
め
て
上
訴
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
伊
東
乾
「
上
訴
制
度
の
目
的
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
3

　
　
判
決
手
続
通
論
皿
二
二
八
頁
以
下
、
同
「
上
訴
要
件
」
小
室
“
小
山
還
暦
記
念
論
文
集
（
上
）
三
一
九
頁
、
青
山
善
充
「
上
告
審
に
お
け
る
当
事
者

　
　
救
済
機
能
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
九
一
号
八
三
頁
以
下
（
特
に
八
八
頁
）
の
他
、
小
室
直
人
「
上
告
理
由
」
前
掲
・
講
座
民
事
訴
訟
二
五
五
頁
以
下
、
同

　
　
「
民
事
上
告
の
性
格
」
上
訴
制
度
の
研
究
一
四
一
頁
、
同
「
改
正
上
告
理
由
の
実
体
」
同
上
書
一
五
九
頁
、
花
村
治
郎
「
上
訴
審
の
審
理
構
造
」
前
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掲
・
講
座
民
事
訴
訟
一
三
九
頁
以
下
。

（
2
）
切
く
鼠
の
国
一
ρ
認
H
乙
毛
一
〇
①
ρ
ω
ω
O
掃
ζ
U
力

　
oo
O
（
一
〇
雪
）
、
冨
㎝
（
民
仁
〇
三
コ
〆
o
）

ω
O
O
隠
閃
四
ヨ
即
N
oo
曾
ω
○
訟
い
ζ
㎝
“
O
Z
づ
㎝
ω
口
Z
一
毛
一
㊤
①
ρ
ω
㎝
卜
o
”
】
≦
∪
カ
一
ト
o
“
口
N
N
℃

ニ
　
ド
イ
ッ
民
訴
法
五
四
六
条
の
許
可
上
告
制

ドイッ民訴法における上告制限

　
e
　
五
四
六
条
の
上
告
許
可
要
件
と
許
可
義
務

　
1
　
総
説

　
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
○
○
O
D
M
を
超
え
な
い
財
産
権
上
の
訴
訟
お
よ
び
非
財
産
権
訴
訟
に
お
い
て
、
五
四
七
条
（
「
上
告
は
、
控
訴

裁
判
所
が
控
訴
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
限
り
、
こ
れ
を
常
に
許
す
」
と
規
定
す
る
。
前
掲
「
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
典
」
一
五
一
頁
に
よ
る
）
の
例
外

を
別
に
す
れ
ば
、
O
L
G
が
許
可
し
た
と
き
に
か
ぎ
り
上
告
が
許
さ
れ
る
（
五
四
六
条
第
一
項
第
一
文
1
い
わ
ゆ
る
許
可
上
告
制
1
）
。
許

可
は
当
該
事
件
が
「
法
律
上
の
基
本
的
重
要
性
を
も
つ
と
き
、
O
」
G
が
B
G
H
の
判
例
又
は
連
邦
最
上
級
裁
判
所
連
合
部
の
判
例
と
異

な
る
判
断
を
示
し
て
い
る
と
き
」
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
れ
ば
、
O
L
G
は
、
申
立
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
職
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

に
よ
っ
て
上
告
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
上
告
許
可
の
申
立
は
職
権
の
発
動
を
促
す
機
能
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

Z
P
O
の
下
で
O
L
G
の
許
可
が
あ
っ
て
も
上
告
を
提
起
す
る
か
否
か
が
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

但
し
、
当
事
者
が
既
に
控
訴
審
判
決
付
与
前
に
上
告
権
放
棄
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
と
き
、
控
訴
裁
判
所
は
上
告
許
可
の
裁
判
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

必
要
が
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
を
除
け
ば
控
訴
裁
判
所
は
上
告
許
可
に
つ
い
て
裁
量
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
許
可
上
告
制
に
あ
っ
て
控
訴
裁
判
所
が
上
告
許
可
の
裁
判
を
職
権
で
な
す
べ
き
も
の
と
す
べ
き
か
、
当
事
者
の
申
立
を
待
っ
て
宣
言
す

る
も
の
と
な
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
Z
P
O
と
要
綱
試
案
甲
案
（
要
綱
お
よ
び
新
民
事
訴
訟
法
は
乙
案
を
採
用
）
と
の
間
に
見
解
の
相
違
が
み

5
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ら
れ
る
。
日
本
法
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
申
立
主
義
を
採
用
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
Z
P
O
が
申
立
主
義
を
採
ら
ず
に
職
権
主
義

を
採
用
し
た
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
職
権
に
よ
る
上
告
許
可
を
裁
判
所
の
後
見
的
措
置
と
み

て
、
社
会
的
法
治
国
家
的
思
想
に
よ
る
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
反
面
弁
護
士
強
制
を
採
用
す
る
ド
イ
ッ
法
の
下

で
職
権
主
義
を
採
用
す
る
根
拠
に
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
で
は
許
可
上
告
制

に
つ
き
申
立
主
義
を
前
提
と
す
る
試
案
甲
案
の
方
が
職
権
主
義
を
採
る
Z
P
O
よ
り
も
よ
り
適
切
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
感
想
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
上
告
許
可
の
要
件
と
し
て
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
に
含
ま
れ
る
べ
き
「
基
本
的
重
要
性
」
な
る
概
念
（
号
『
ω
品
ミ
こ
段
盆
『
琶
阜

路
邑
一
9
雪
ゆ
巴
雲
ε
お
》
）
は
極
め
て
抽
象
的
で
内
容
の
不
特
定
な
概
念
で
あ
っ
て
法
は
厳
格
に
そ
の
概
念
内
容
を
特
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
許
可
要
件
は
完
全
に
厳
格
に
法
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

　
第
一
項
第
二
文
に
規
定
さ
れ
た
上
告
許
可
要
件
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
控
訴
裁
判
所
が
上
告
許
可
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
い
。
右
要
件
以
外
の
理
由
で
な
さ
れ
た
上
告
許
可
は
無
効
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
基
づ
く
上
告
は
不
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
わ
が
国
の

場
合
、
改
正
要
綱
試
案
甲
案
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
が
、
乙
案
お
よ
び
乙
案
を
前
提
と
す
る
要
綱
な
ら
び
に
新
民
事
訴
訟
法
は

不
服
申
立
額
に
関
係
な
く
裁
量
上
告
制
を
と
り
、
上
告
の
許
否
は
最
高
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
Z
P
O
に
つ
い
て
生
じ

る
右
の
問
題
、
す
な
わ
ち
控
訴
裁
判
所
の
上
告
要
件
の
な
い
上
告
許
可
の
効
力
如
何
の
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
不
服
申
立
額
六
〇
、
○
○
O
D
M
以
下
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
事
件
の
「
基
本
的
重
要
性
」
が
上
告
許
可
の
要
件
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ

を
超
え
る
事
件
に
つ
い
て
も
仮
り
に
O
L
G
が
上
告
許
可
の
裁
判
を
し
て
も
（
五
四
六
条
第
二
項
参
照
）
五
五
四
b
条
の
規
定
か
ら
見
て
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

告
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
要
綱
試
案
甲
案
・
乙
案
・
要
綱
、
お
よ
び
新
民
事
訴
訟
法
三
一
八
条
第
一
項
に
み
ら
れ
る
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要

な
事
項
」
は
Z
P
O
五
四
六
条
に
み
ら
れ
る
「
基
本
的
重
要
性
」
な
る
概
念
と
同
様
に
抽
象
的
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
内
容

6
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を
指
す
か
問
題
に
な
る
。

　
下
級
審
の
法
令
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
を
統
一
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
事
項
」
と
は
、

下
級
審
判
例
が
相
互
に
拮
抗
す
る
程
度
に
分
か
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
程
度
に
分
裂
し
て
い
る
場
合
の
み
を
指
す
の
か
、
ま

た
は
一
方
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
に
こ
れ
と
異
な
る
裁
判
例
が
少
数
あ
る
場
合
を
も
含
め
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
Z
P
O
の
「
基
本
的
重
要
性
」
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
我
が
国
の
要
綱
試
案
の
甲
・
乙
両
案
、
お
よ
び
新
民
事
訴
訟
法
は
、
い
ず
れ
も
、
上
告
が
許
さ
れ
る
場
合
を
憲
法
違
反
、
絶

対
的
上
告
理
由
、
最
上
級
裁
判
所
の
判
例
違
反
の
ほ
か
は
、
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
事
項
」
を
含
む
場
合
に
限
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
上
告
目
的
に
つ
き
法
解
釈
統
一
性
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
が
（
別
冊
N
B
L
二
七
号
補
足
説
明
七
三
頁
）
、
上
告
制
度
の
目
的
に
つ
い

て
同
説
あ
る
い
は
権
利
保
護
説
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
と
い
う
論
争
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
重
要
な
の
は
「
法
令
の
解
釈
に
関

す
る
重
要
な
事
項
」
と
事
件
の
「
基
本
的
重
要
性
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
い
ず
れ
を
上
告
理
由
と
と
し
て
採
用
す
べ
き
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
後
述
す
る
説
明
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
（
後
掲
2
a
参
照
）
後
者
の
概
念
が
前
者
よ
り
も
広
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
者
は
法
令
解
釈
の
統
一
機
能
の
み
を
狙
っ
た
概
念
で
あ
る
が
、
後
者
は
最
上
級
裁
判
所
の
権
能
・
職
域
の
拡
大
、

し
た
が
っ
て
そ
の
当
事
者
に
よ
る
濫
用
も
考
え
る
と
負
担
増
加
に
つ
な
が
る
も
の
の
、
司
法
制
度
全
般
か
ら
見
れ
ば
、
か
え
っ
て
労
力
の

節
約
に
つ
な
が
り
、
司
法
資
源
の
効
率
的
活
用
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、
多
数
の
同
種
の
事
件
が
他
に
現
に
繋

属
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
将
来
繋
属
す
る
可
能
性
が
予
測
で
き
る
場
合
、
最
上
級
裁
判
所
が
そ
れ
ら
に
解
決
の
指
針
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
立
法
論
と
し
て
み
れ
ば
、
上
告
許
可
理
由
と
し
て
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
事
項
」

を
要
件
と
す
る
よ
り
も
事
件
の
法
的
「
基
本
的
重
要
性
」
を
要
件
と
す
る
方
が
適
切
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

7
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2
　
事
件
の
基
本
的
重
要
性

　
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
○
○
O
D
M
を
超
え
な
い
場
合
で
も
、
事
件
が
「
基
本
的
重
要
性
」
を
有
す
る
と
き
は
、
上
告
が
許
可
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
第
一
項
第
二
文
第
一
号
）
。
逆
に
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
O
O
O
D
M
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
に
上
告
裁
判
所
は
上

告
を
許
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
事
件
が
法
的
「
基
本
的
重
要
性
」
を
持
つ
か
否
か
は
五
五
四
b
条
に
よ
り

上
告
裁
判
所
が
判
断
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
消
極
的
判
断
を
す
れ
ば
上
告
は
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
基
本
的

重
要
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
㈲
　
「
基
本
的
重
要
性
」
の
意
味
　
当
該
事
件
の
判
断
が
個
別
事
件
を
超
え
る
意
味
を
も
つ
こ
と
。
「
基
本
的
重
要
性
」
の
も
つ
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

意
味
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
一
は
、
事
件
が
個
別
事
例
を
こ
え
た
一
般
的
意
義
を
も
つ
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
　
一
般
的
に
い
え
ば
、
「
基

本
的
重
要
性
」
は
、
解
釈
を
必
要
と
す
る
法
律
問
題
（
9
①
匹
跨
琶
鴨
ぎ
き
藁
凶
鵯
寄
9
巨
轟
鷺
）
で
あ
っ
て
、
且
つ
、
同
一
の
法
律
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

題
が
不
特
定
多
数
の
事
件
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
限
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
第
二
に
、
「
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

的
重
要
性
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
的
重
要
性
（
①
ぎ
領
・
誘
。
三
蕾
9
鷺
一
ぎ
箒
ω
a
窪
ε
畠
）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

す
な
わ
ち
、
事
件
が
社
会
利
益
（
①
日
≧
鷺
幕
目
三
①
翁
ω
。
）
に
関
す
る
場
合
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
に
上
告
人
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

て
の
裁
判
の
経
済
的
波
及
効
果
の
大
小
と
い
う
事
情
の
み
で
は
「
基
本
的
重
要
性
」
あ
り
と
は
い
え
な
い
。
日
本
の
新
民
訴
法
三
一
八
条

は
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
事
項
も
含
む
」
と
の
制
限
の
仕
方
を
し
て
い
る
の
で
、
事
件
の
経
済
的
重
要
性
と
か
、
公
の
利
益
に

関
連
し
て
の
重
要
性
は
上
告
理
由
か
ら
は
ず
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
右
の
新
民
訴
法
の
限
定
の
仕
方
も
、

む
し
ろ
Z
P
O
五
四
六
条
に
お
け
る
「
基
本
的
重
要
性
」
に
よ
る
と
の
解
釈
を
許
す
も
の
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
考
え

る
。
す
な
わ
ち
、
新
民
訴
法
は
上
告
審
た
る
最
高
裁
判
所
の
法
令
解
釈
統
一
機
能
に
注
目
し
た
。
こ
れ
も
重
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
社
会

的
に
重
要
性
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
も
上
告
の
対
象
と
す
る
と
す
る
Z
P
O
の
規
定
の
仕
方
に
習
っ
た
解
釈
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

8
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（
1
2
）

　
㈲
　
統
一
解
釈
を
必
要
と
す
る
法
律
問
題
と
は
何
か
　
㈲
に
挙
げ
た
第
一
の
場
合
と
し
て
B
G
H
の
法
解
釈
を
必
要
と
す
る
法
律
問
題

が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
規
定
に
よ
る
規
律
の
及
ぶ
範
囲
、
若
し
く
は
そ
の
規
定
の
も
つ
意
味
又
は
法
規
相
互
の
関
係
等
に
つ
い
て
疑
義
が

存
す
る
た
め
B
G
H
の
判
断
を
必
要
と
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
当
該
法
律
問
題
の
解
釈
に
つ
い
て
、
B
G
H
の
判
例
は
な
い
が
下
級

審
の
判
例
が
分
か
れ
る
場
合
、
下
級
審
の
判
例
な
い
し
B
G
H
の
判
例
と
学
説
の
多
数
説
・
有
力
説
と
が
異
な
る
場
合
、
一
定
の
条
文
の

解
釈
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
B
G
H
の
判
例
が
な
い
が
、
将
来
同
様
の
法
律
問
題
が
頻
発
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
で

（
1
3
）

あ
る
。
既
に
B
G
H
の
判
例
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
下
級
審
の
判
例
の
大
勢
と
異
な
る
と
か
、
あ
る
い
は
有
力
学
説
に
よ
っ
て
批
判
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

れ
て
い
る
、
な
い
し
は
通
説
と
い
わ
な
い
ま
で
も
可
成
り
多
く
の
学
説
に
よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
B
G
H
の
判
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
対
す
る
必
ず
し
も
す
べ
て
の
批
判
の
存
在
が
上
告
許
可
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
極

め
て
偏
っ
た
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
批
判
、
一
方
的
な
利
益
衡
量
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
批
判
等
は
、
将
来
社
会
一
般
に
対
す
る
説
得
力
を

も
つ
見
解
に
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
上
告
許
可
の
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
批
評
の
理

論
構
成
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
当
該
事
件
か
ぎ
り
で
は
控
訴
審
判
決
の
結
論
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
当
該
批
評
中
に
B
G
H

の
理
論
構
成
を
根
底
か
ら
批
判
し
、
批
判
を
考
慮
す
れ
ば
他
の
法
律
解
釈
に
大
き
く
波
及
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
も
の
は
、
上
告
許
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
対
象
と
な
る
も
の
と
解
す
る
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
こ
こ
ま
で
「
基
本
的
重
要
性
」
に
含
め
る
こ
と
は

司
法
の
消
極
性
に
反
す
る
と
考
え
る
。
上
告
審
に
よ
る
法
解
釈
が
控
訴
審
判
決
の
結
論
を
変
更
す
る
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
（
後
掲

＠
参
照
）
。

　
「
基
本
的
重
要
性
」
は
、
同
種
の
問
題
の
将
来
に
お
け
る
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
原
則
と
し
て
近
々
に
失
効
す
べ
き
規
定
（
げ
Φ
」
琶
窪
富
呂
聲
く
9
ω
。
目
箒
目
）
に
関
し
て
は
解
釈
を
解
明
す
べ
き
必
要
性
を
欠
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
旧
法
に
よ
り
裁
判
す
べ
き
事
件
の
判
断
が
他
の
同
種
の
繋
属
事
件
の
解
釈
に
影
響
す
る
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

9
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事
件
の
「
基
本
的
重
要
性
」
は
、
問
題
対
象
が
実
体
法
上
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
訴
訟
上
の
も
の
か
を
問
わ
な
い
。
手
続
法
上
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

問
題
で
も
「
基
本
的
重
要
性
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
＠
　
「
基
本
的
重
要
性
」
の
あ
る
法
律
問
題
の
解
釈
が
判
決
の
結
論
に
影
響
す
る
こ
と
　
（
国
三
ω
9
畳
琶
α
Q
の
震
ぎ
宴
。
冥
。
ε
　
最
後
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

当
該
法
律
問
題
が
当
該
裁
判
の
前
提
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
裁
判
が
結
論
に
影
響
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
既
述

の
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
裁
判
所
が
当
該
事
件
の
判
決
を
当
該
法
律
構
成
と
は
別
の
法
律
構
成
を
も
っ
て
、
よ
り
適
切
に
理
論
構
成
で

き
る
場
合
で
も
、
右
当
該
理
論
構
成
は
判
決
の
結
論
を
導
く
に
つ
い
て
不
可
欠
と
は
い
え
な
い
。

10

　
口
　
許
可
の
方
式

　
五
四
六
条
一
項
一
文
に
よ
る
と
、
上
告
許
可
は
O
L
G
の
判
決
中
で
宣
言
さ
れ
る
。
主
文
欄
に
宣
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
判
決
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

も
判
決
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
判
決
理
由
中
で
あ
っ
て
も
上
告
許
可
が
明
示
的
に
判
示
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
反
対
意
見
も
あ
り
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
判
決
理
由
が
三
一
一
条
第
三
項
お

よ
び
三
号
の
場
合
告
知
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。

　
上
告
許
可
が
判
決
主
文
に
も
理
由
中
に
も
判
示
さ
れ
な
い
と
き
は
、
控
訴
裁
判
所
は
上
告
不
許
可
の
裁
判
を
し
た
こ
と
に
な
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。

　
上
告
許
可
は
判
決
主
文
の
一
部
で
あ
る
か
ら
判
決
の
言
渡
し
の
中
で
告
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
独
立
し
て
告
知
す
べ
き
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
上
告
許
可
に
つ
い
て
不
服
申
立
を
認
め
る
こ
と
な
く
上
告
裁
判
所
は
原
則
と
し
て
上
告
許
可
に
羅
束
さ
れ
る
こ
と
か
ら
許
可
に
理
由
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

付
す
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
但
し
当
事
者
が
許
可
の
申
立
を
し
た
と
き
は
不
許
に
つ
き
理
由
を
付
す
べ
し
と
の
見
解
も
あ
る
。

　
要
綱
試
案
の
甲
案
は
要
綱
お
よ
び
新
法
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
仮
り
に
甲
案
を
採
用
し
た
場
合
、
上
告
の
許
否
は
高
等
裁
判
所
の
決



定
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
Z
P
O
の
場
合
は
許
否
を
判
決
を
も
っ
て
判
断
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
上
告
の
許
否
は
上
告
人
に
と
っ
て
み

れ
ば
著
し
く
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
事
項
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
決
定
で
扱
う
と
し
た
要
綱
試
案
の
立
場
に
は
若
干
問
題
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
仮
り
に
甲
案
が
採
用
さ
れ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
注
2
は
不
許
可
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
方
法
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
も
の
の
、

甲
案
の
許
可
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
は
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
告
審
で
上
告
の
適
法
性
を
争
う
こ
と
が
で
き

な
い
と
す
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
仮
り
に
そ
れ
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
許
可
決
定
に
理
由
を
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同

様
に
、
不
許
可
決
定
に
つ
い
て
右
注
2
の
範
囲
で
、
何
ら
か
の
不
服
申
立
を
認
め
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
不
許
可
決
定
に
つ
い
て
も
理
由

を
付
す
る
必
要
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

ドイツ民訴法における上告制限

　
㊧
　
上
告
裁
判
所
に
対
す
る
羅
束
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
Z
P
O
に
お
け
る
上
告
不
許
の
判
決
は
上
告
裁
判
所
を
羅
束
す
る
。
控
訴
裁
判
所
の
不
許
の
裁
判
が
あ
れ
ば
、
控
訴
裁
判
所
の
判
決
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

上
告
の
理
由
が
あ
る
場
合
で
も
上
告
不
許
の
裁
判
は
上
告
裁
判
所
を
羅
束
す
る
。
上
告
不
許
の
裁
判
に
対
す
る
救
済
手
段
は
存
し
な
い
。

恣
意
的
な
上
告
不
許
の
裁
判
に
対
し
憲
法
裁
判
所
へ
の
憲
法
抗
告
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
見
解
が
対
立
し
て
い
る

　
　
　
（
2
6
）

よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
五
四
六
条
一
項
三
文
に
よ
れ
ば
、
控
訴
裁
判
所
の
上
告
許
可
に
上
告
裁
判
所
は
羅
束
さ
れ
る
。
上
告
裁
判
所
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

る
羅
束
力
は
許
可
が
法
定
上
告
事
由
の
存
否
の
判
断
を
誤
っ
て
違
法
に
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
控

訴
裁
判
所
が
法
律
問
題
の
「
基
本
的
重
要
性
」
の
判
断
を
誤
っ
た
場
合
と
か
、
あ
る
い
は
B
G
H
の
判
例
違
背
が
結
果
的
に
は
存
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

場
合
で
も
、
上
告
許
可
は
上
告
裁
判
所
を
羅
束
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
法
が
そ
も
そ
も
予
定
し
て
い
な
い
上
告
理
由
か
ら
上
告
許
可
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

な
さ
れ
た
場
合
、
上
告
裁
判
所
は
上
告
許
可
に
羅
束
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
控
訴
裁
判
所
が
不
服
申
立
額
が
六
〇
、
○
○
○

11
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D
M
を
超
え
る
と
誤
っ
て
判
断
し
て
上
告
を
許
可
し
た
り
、
非
財
産
権
上
の
訴
え
を
財
産
権
上
の
訴
え
で
不
服
額
が
六
、
○
○
O
D
M
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

こ
え
る
と
み
て
許
可
宣
言
を
付
さ
な
か
っ
た
と
き
、
上
告
審
は
、
上
告
不
許
の
裁
判
を
す
る
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え

ば
、
独
立
の
決
定
等
に
よ
る
方
式
違
背
に
よ
り
許
可
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
な
ど
許
可
は
上
告
裁
判
所
を
羅
束
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
ド
イ
ッ
法
と
対
比
し
て
み
る
と
、
要
綱
試
案
甲
案
を
採
用
し
た
場
合
、
原
裁
判
所
が
法
定
の
上
告
許
可
理
由
の
存
否
を
誤
っ
て

判
断
し
違
法
に
上
告
許
可
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
部
分
の
裁
判
に
対
す
る
独
立
の
不
服
申
立
を
許
さ
ず
、
右
許
可
の
裁
判
は
上
告
裁
判
所

を
羅
束
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、
そ
も
そ
も
上
告
理
由
と
認
め
ら
れ
な
い
理
由
に
基
づ
い
て
上
告
許
可
を
し
た
と
き
は
、

上
告
裁
判
所
は
そ
の
拘
束
を
受
け
ず
、
上
告
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
甲
案
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
控
訴
裁
判
所
の
上
告
許
可
は
決
定
で
あ
り
、
右
許
可
が
法
定
上
告
理
由
以
外
の
理
由
か

ら
な
さ
れ
て
、
上
告
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、
当
該
上
告
許
可
に
上
告
審
裁
判
所
は
羅
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
右
上
告
は
新
法
三
一
七
条
（
旧

三
九
九
条
）
に
よ
り
決
定
で
上
告
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

12

　
四
　
Z
P
O
の
許
可
上
告
制

　
以
上
に
み
た
よ
う
に
、
Z
P
O
の
下
で
は
、
上
告
に
つ
い
て
不
服
申
立
額
が
ω
六
〇
、
○
○
O
D
M
以
下
の
場
合
と
、
＠
こ
れ
を
超
え

る
場
合
と
に
分
け
る
。
ω
に
つ
い
て
は
Z
P
O
五
四
六
条
の
要
件
が
具
備
さ
れ
O
L
G
の
許
可
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
上
告
を
認
め
る
。

こ
れ
に
対
し
＠
の
場
合
は
上
告
に
つ
き
O
L
G
の
特
段
の
上
告
許
可
の
裁
判
が
な
く
て
も
上
告
は
で
き
る
が
、
Z
P
O
五
五
四
b
条
に
よ

り
、
当
該
事
件
の
法
律
問
題
に
「
基
本
的
重
要
性
」
が
な
い
と
き
は
、
上
告
裁
判
所
は
上
告
の
受
理
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
る
。
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三
　
上
告
制
限
の
態
様

　
と
こ
ろ
で
、
上
告
を
制
限
す
る
か
否
か
、
す
る
と
し
て
そ
の
方
法
如
何
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
六
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
こ
こ
で
は
現
行
三
九
四
条
前
段
と
三
九
五
条
は
当
然
に
上
告
理
由
に
な
る
こ
と
を
認
め
、
三
九
四
条
後
段
を
い
か
に
制
限
す
る
か
と
い

う
問
題
に
限
定
し
て
論
じ
る
。
そ
こ
で
第
一
は
、
我
が
国
の
現
行
民
訴
法
三
九
四
条
後
段
の
よ
う
な
事
由
に
つ
き
、
特
段
の
制
限
を
す
る

こ
と
は
な
く
、
広
く
上
告
を
認
め
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
第
二
は
、
不
服
申
立
額
と
は
無
関
係
に
三
九
四
条
後
段
の
事
由
を
最
上
級
審

の
判
例
違
反
お
よ
び
「
法
的
基
本
的
重
要
性
」
に
求
め
る
立
場
、
あ
る
い
は
「
最
上
級
審
の
判
例
違
反
」
な
い
し
「
法
令
の
解
釈
に
関
す

る
重
要
な
事
項
を
含
む
」
場
合
に
限
定
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
後
者
は
要
綱
な
ら
び
に
新
民
事
訴
訟
法
の
立
場
で
あ
る
。
第
三
は
、

上
告
に
お
け
る
不
服
申
立
額
に
よ
る
区
別
を
し
て
、
一
定
額
以
下
の
場
合
は
、
前
掲
第
二
に
み
ら
れ
れ
る
理
由
が
存
す
る
と
き
に
限
っ
て
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原
審
の
上
告
許
可
は
不
要
と
す
る
も
の
の
、
上
告
事
件
に
つ
き
法
的
基
本
的
重
要
性
の
な
い
と
き
、
上
告
審
は
上
告
を
拒
否
で
き
る
前
記

Z
P
O
の
法
制
度
で
あ
る
。
第
四
に
、
右
の
ド
イ
ッ
法
の
立
場
を
若
干
修
正
し
て
、
不
服
申
立
額
が
一
定
額
を
超
え
る
上
告
事
件
に
つ
い

て
は
上
告
制
限
を
し
な
い
と
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
第
五
は
、
右
の
一
定
額
以
下
の
場
合
は
一
切
上
告
を
認
め
ず
、
こ
れ
を
超
え
る

と
き
は
、
右
第
二
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
限
り
上
告
を
認
め
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
前
掲
判
タ
論
文
に
お
け
る
私
見
は
第
五
の
立
場
で

あ
る
。
第
六
に
一
定
額
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
上
告
を
一
切
認
め
な
い
の
に
対
し
、
そ
れ
を
超
え
る
と
き
は
制
限
し
な
い
と
す
る
立
場

が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
の
立
場
は
現
行
法
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
考
察
の
対
象
外
と

す
る
。
第
四
に
示
し
た
立
場
は
、
私
が
前
掲
論
文
で
提
唱
し
た
第
五
の
立
場
よ
り
も
上
告
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
。
不
服
申
立
額
が
一
定

額
を
超
え
る
事
件
に
つ
い
て
上
告
制
限
を
し
な
い
点
で
三
審
制
の
維
持
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
か
ぎ
り
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
も
旧
大
審
院
型
の
最
上
級
裁
判
所
の
下
で
な
ら
ば
機
能
可
能
な
制
度
な
の
で
あ
っ
て
、
一
五
人
と
い
う
限
ら
れ
た
裁
判
官

数
で
構
成
さ
れ
る
日
本
の
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
上
告
制
度
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
は
多
分
に
問
題
が
あ
る
。
結
局
は
最
高
裁
の
負
担
が

相
当
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
新
法
の
立
場
に
つ
い
て
私
見
が
消
極
的
で
あ
る
こ
と
は
前
掲
論
文
中
に
述
べ
た
処
で
あ
る
。
一
定
額
以
下
の
事
件
に
つ
い
て
、

第
五
の
立
場
よ
り
も
上
告
の
可
能
性
が
拡
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
い
う
観
点
か
ら
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う

疑
問
が
残
る
。
第
六
の
方
法
も
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
若
干
の
効
用
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
抜
本
的
解
決
策
と
は
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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四
　
結
　
語

　
以
上
の
論
述
、
お
よ
び
拙
稿
・
前
掲
判
タ
論
文
と
を
総
合
し
た
私
見
を
要
約
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω
　
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
不
服
申
立
額
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
最
高
裁
判
所
へ
の
上
告
は
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の

額
に
つ
い
て
は
猶
検
討
を
要
す
る
。
私
見
は
不
服
申
立
額
二
〇
〇
万
円
以
下
（
要
検
討
）
と
考
え
て
い
る
。

⑭
　
不
服
申
立
額
が
右
の
一
定
額
を
超
え
る
事
件
に
つ
い
て
、
右
上
告
許
可
事
由
を
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
事
項
」
を
含
む
事

件
な
る
概
念
を
も
っ
て
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
や
や
幅
を
広
げ
、
ド
イ
ッ
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
基
本
的
重
要
性
」
な
る
概
念
を
も

っ
て
制
限
す
る
。
前
者
は
そ
れ
が
法
令
解
釈
の
統
一
の
み
を
視
野
に
入
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
す
れ
ば
い
さ
さ
か
上
告
理
由
と
し
て
は
狭
き

に
失
し
、
訴
訟
制
度
全
般
か
ら
見
る
と
、
か
え
っ
て
効
率
が
悪
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

③
　
加
え
て
、
近
い
将
来
の
訴
訟
社
会
化
を
予
測
し
て
、
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
い
う
要
請
を
貫
く
た
め
に
は
、
上
告
制
限
と
い
う

手
続
的
対
策
に
の
み
頼
る
の
で
は
な
く
、
他
方
で
、
む
し
ろ
最
高
裁
判
所
の
機
構
の
抜
本
的
改
革
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
三
点
を
上
告
制
限
の
在
り
方
に
つ
い
て
提
言
し
て
お
き
た
い
。
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